
※�

詳
し
く
は
、
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

民
ロ
ビ
ー
、
市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲

覧
で
き
ま
す
。

問
　
消
防
署
（
本
署
）
救
急
担
当

�

（
☎
�
２
５
５
１
）

問
　
監
査
委
員
事
務
局

�

（
☎
�
９
２
３
０
）

７月１日申請受理分から
パスポートの申請手数料が引き下げられます

年齢 旅券種別 申請方法
手数料

これまで ７月1日から

18歳
以上

10年
電子 15,900円 8,900円
窓口 16,300円 9,300円

残存有効
期間同一

電子 5,900円 5,400円
窓口 6,300円 5,800円

18歳
未満 ５年

電子 10,900円 4,400円
窓口 11,300円 4,800円

12歳
未満 ５年

電子 5,900円 4,400円
窓口 6,300円 4,800円

※�18歳以上の５年旅券は廃止されました。
※�７月１日以降に申請する方が多くなり、窓口が混雑
することが予想されるほか、受け取りには、申請書
の受領から１カ月（通常は約３週間）程度かかる恐
れがありますので、海外に渡航を予定している方は、
十分に余裕を持って申請ください。

問い合わせ　市民サービスグループ（☎�１８５５）

　
小
ま
め
に
水
分
を
補
給
し
、
外
出

時
に
は
帽
子
や
日
傘
で
直
射
日
光
を

避
け
ま
し
ょ
う
。

　
室
内
で
も
エ
ア
コ
ン
や
扇
風
機
を

使
い
、
空
気
を
循
環
し
て
涼
し
い
環

境
を
保
つ
こ
と
も
大
切
で
す
。

　
『
意
識
が
な
い
』
『
反
応
が
お
か

し
い
』
『
水
を
自
分
で
飲
め
な
い
』

こ
の
よ
う
な
と
き
は
迷
わ
ず
119
番
を
。

監�

査
の
範
囲
　
令
和
６
年
度
に
執
行

さ
れ
た
補
助
金
な
ど

監�
査
執
行
者
　
登
別
市
監
査
委
員
・

草く
さ

野の

義よ
し

彦ひ
こ

、
若わ

か

木き

康や
す

夫お

執�

行
期
間
　
令
和
７
年
12
月
12
日
～

令
和
８
年
３
月
26
日

※�

監
査
の
結
果
は
、
市
役
所
１
階
市

・・
閉
店
時
に
燃
料
を
撤
去
す
る

※�

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問
　
消
防
署
（
本
署
）
予
防
担
当

�

（
☎
�
２
５
５
１
）

　
将
来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
公
共

交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
や
公
共

交
通
の
利
便
性
向
上
・
利
用
促
進
に

向
け
、
本
市
に
お
け
る
路
線
バ
ス
や

タ
ク
シ
ー
の
利
用
実
態
・
ニ
ー
ズ
を

把
握
し
、
今
後
の
公
共
交
通
の
取
り

組
み
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
に
ア

　
こ
の
調
査
は
、
常
用
労
働
者
が
１

～
４
人
の
事
業
所
に
お
け
る
労
働
者

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
７
月
上
旬
に
、
市
内
在
住
の
15
歳

以
上
の
方
の
う
ち
、
無
作
為
に
抽
出

し
た
１
千
600
人
に
調
査
票
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
７
月
31
日
㈮
ま
で
に
、

調
査
票
か
ア
ン
ケ
ー
ト
フ
ォ
ー
ム
で

回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
　
市
民
協
働
Ｇ
（
☎
�
２
１
３
９
）

の
雇
用
や
給
与
、
労
働
時
間
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
７
月
31
日

（
給
与
締
切
日
の
定
め
が
あ
る
場
合

に
は
７
月
の
最
終
給
与
締
切
日
）
現

在
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
対
象
と
な
っ
た
事
業
所
に
は
、
７

月
か
ら
９
月
に
か
け
て
、
知
事
が
任

命
し
た
統
計
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す

の
で
、
ご
回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
調
査
の
内
容
は
、
統
計
以

外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

問
　
北
海
道
統
計
課
労
働
統
計
係

�
（
☎011-204-5146

）

　
発
電
機
や
ガ
ス
こ
ん
ろ
、
炭
火
こ

ん
ろ
、
電
気
こ
ん
ろ
な
ど
を
使
用
す

る
露
店
を
開
設
す
る
と
き
は
、
事
前

に
消
防
署
に
届
け
出
が
必
要
で
す
。

◎
火
災
を
予
防
す
る
た
め
に
は

・・�

業
務
用
消
火
器
を
備
え
付
け
る

・・�

こ
ん
ろ
が
転
倒
し
な
い
よ
う
固
定

す
る

・・�

発
電
機
へ
の
給
油
は
、
エ
ン
ジ
ン

を
停
止
し
て
行
う

熱
中
症
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

財
政
的
援
助
団
体
等
監
査
の

結
果
を
公
表
し
て
い
ま
す

公
共
交
通
に
関
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

毎
月
勤
労
統
計
調
査
特
別

調
査
に
ご
回
答
く
だ
さ
い

露
店
な
ど
で
火
器
な
ど
を

使
用
す
る
と
き
は
届
け
出

が
必
要
で
す
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『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　

中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
』

https://www.city.noboribetsu.lg.jp/article/2026030700015/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2026021000018/

